
( イ ) 特別障害者手当等について 

① 適正な障害程度の 認定 

障害程度については、 「障害児福祉手当及び 特別障害者手当の 障害程度 認 

定 基準について」 ( 昭和 6 0 年 1 2 月 2 8 日社史第 1 6 2 号厚生省社会局長 

通知 ) の別紙「障害児福祉手当及び 特別障害者手当の 障害程度認定基準」を 

踏まえ、 適切な認定を 行 う よ う 指導されたい。 

② 適正な所得審査 

所得額の把握については、 税務担当部署との 緊密な連携等により 的確に所 

得審査を行 う よ う 指導されたい。 

③ 現況調査等の 徹底 

受給資格について、 社会福祉施設等への 入所の有無、 3 か 月を超える入院 

の 状況、 死亡等を的確に 把握するため、 市町村、 福祉事務所等の 関係機関と 

連絡を密にして、 十分な調査確認が 行われるよ う 指導するとともに、 受給資 

格 者の資格喪失に 係る届出義務についても、 周知登底を図るよ う 指導された 
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(4) 精神病院に対する 指導監査について 

精神病院に対する 指導監査については、 平成 1 0 年 3 月 3 日各都道府県知事・ 各 

政令市長あ て 4 部局長連名通知「精神病院に 対する指導監督の 徹底について」等に 

基づき実施しているところであ るが、 今年度厚生労働省が 行った精神保健及び 精神 

障害者福祉に 関する法律 ( 以下「精神保健福祉法」という。 ) 関係行政事務指導監 

査において精神病院を 実地検証した 結果、 一部の精神病院について、 法律上の諸手 

続や身体拘束等の 重要事項についての 指導が登底されていない 事例等があ り、 また、 

指導後の改善も 十分でない状況が 見受けられたので、 関係部局と連携の 強化を図る 

とともに、 指導方法に創意工夫を 凝らし、 適正かつ効果的な 指導監査に努められた 

い O 
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 平成 1 7 年度厚生労働省障害保健福祉行政事務指導監査実施計画等について 

い ) 特別児童扶養手当及び 特別障害者手当等支給事務指導監査について 

平成 1 7 年度都道府県に 対して行 う 特別児童扶養手当及び 特別障害者手当等支給 

事務指導監査の 実施計画については、 別紙 1 のとおりであ るので、 ご 了知願いたい。 

(2) 精神保健福祉法関係行政事務指導監査について 

平成 1 7 年度の精神保健福祉法関係行政事務指導監査の 実施計画については、 次 

の とおり重点事項を 定め、 原子爆弾被爆者に 対する援護に 関する法律及び 結核予防 

法等関係行政事務指導監査と 併せ、 別紙 2 の実施計画により 実施することとしてい 

るので、 特段のご協力をお 願いする。 

また、 当該指導監査の 際には、 平成 1 7 年度においても、 精神病院入院者の 適正 

な 医療友保護を 図るため、 引き続き、 各都道府県・ 指定都市において 実施されてい 

る精神病院に 対する実地指導の 検証を行 う こととしているので、 関係部局との 連携 

を 密にし、 指導監査を円滑に 行 う ことができる よう 特段の配慮をお 願いする。 

( 指導監査重点事項 ) 

ァ 指定病院及び 応急入院指定病院の 指定基準の遵守状況 

イ 精神病院の実地指導及び 実地審査状況 

ウ 措置入院及び 医療保護入院に 係る事務処理状況 

ェ 精神医療審査会における 退院請求・処遇改善請求の 処理状況 ( 処理期間等 ) 

オ 精神医療費の 公費負担事務処理状況 ( 公費負担の承認内容、 連名簿等の審査 

点検等 ) 

力 社会復帰施設の 設置促進及び 指導監査の状況 

キ 精神病院に対する 実地指導等の 検証 

3  その他 

平成 1 6 年度障害福祉施設等に 係る指導監査の 実施状況及び 指定居宅支援事業者等 

の指導実施状況については、 別途通知するので 提出方お願いする。 

一 52 一 






























